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② 過疎化等が深刻化するなかでの地域医療の維持・強化 

⇒ 現在、厚生連の 114 病院・63 診療所（病院病床数：約 3 万６千）

等の拠点で医療事業を実施し、特に農村地域での医療の確保に貢献し

ており、今後も農村地域の医療・保健活動の推進・発展をめざす。 

※ 114病院のうち 47病院（41.2％）が、人口５万人未満市町村に立地。 

※ 秋田県では、厚生連病院の病床数約４千は、秋田県全体の許可病

床数の 24％（平成 23年） 

 

（３）ＪＡ食農教育や市民農園、都市・農村交流等の促進 

⇒ ＪＡ食農教育の一環として、市町村や教育委員会等との連携強化のも

と、現在実施している学校教育支援型の出前授業や、ＪＡファーマーズ・

マーケットにおける食農体験学習、通年継続型の農業体験に加え、学校

給食・施設食への地場産農産物の提供までを視野に入れた取り組みを展

開していく。 

※ 現在、305ＪＡで食農教育プランを策定し、食農教育活動を実施。 

⇒ 地域住民等の集客拠点の役割も果たしているＪＡファーマーズ･マー

ケット等において、当該施設周辺での市民農園や体験農園の整備等を組

み合わせた体験交流型の取組みを展開していく。 

 

（４）鳥獣被害の低減対策 

⇒ 国・県・市町村が鳥獣被害対策の体制強化を図る中で、ＪＡグループ

としては、市町村や猟友会等と連携し、被害防止活動に積極的に参画す

る。具体的には、組合員・ＪＡ職員の捕獲等にかかる資格取得の推進や、

講習会の開催等により、人材の育成・確保をはかる。 

 

（５）農業・地域活性化につながる再生可能エネルギーの取組み拡大 

⇒ 市町村行政・関係機関等と連携して、地域還元型の再生可能エネルギ

ー事業の取組みにＪＡとして参画するとともに、ＪＡグループとしてこ

れを支える再エネ事業支援体制の構築をはかる。 

※ 従来から中国地方のＪＡでの小水力発電の取組みは展開。 

→ 24年 10月の第 26回ＪＡ全国大会で、ＪＡグループで地域資源を活用し

た再生可能エネルギーの利活用対策を推進することを決議 

→ ＪＡ全中内に対策プロジェクトチームを発足させ、ＪＡグループ全体の取組

みの方向性と具体策について検討しているところ 
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⇒ 農業施設・ＪＡ施設等を活用した全農による太陽光発電支援事業の一

層の展開をはかる。 

 → 全農・三菱商事・ＪＡ三井リースが共同出資し、太陽光発電事業を行う「Ｊ

ＡＭＣソーラーエナジー合同会社」を平成 24年 9月に設立 

   → 目標：平成 27年度まで、合計出力規模 20万 kW の再生エネルギー固定

価格買取制度における設備認定（24年時点：80ヶ所、3万 kWの設備認定） 

 

【都市の規模別の病院設置数（平成 24年 3月末）】 

 

 

 

 

 

【ＪＡによる食農教育の取組み状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＪＡによる交流事業の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鳥獣被害の推移】 

 

 

〔単位：億円〕

年　度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

被害金額 206 187 196 185 199 213 239 226
※資料：農林水産省

★農業・農村体験学習（学童農園）の普及・推進

→ 対象学校数 4,163校

★親子料理教室の開催

→ 参加人数 20,997人

★出前授業の実施

→ 実施学校数 2,395校

★学校給食を活用した食農教育

→ 実施学校数 1,780校

★ファーマーズ･マーケットを活用した食農教育の取組

→ 参加人数 234,439人

★あぐりスクール・農業体験（年間継続型）の開催

→ 参加人数 23,631人

★交流体験・旅行（農業体験ツアー、こどもタウンなど）

→ 参加人数 26,294人 ※ＪＡ全中調べ（平成25年）

ＪＡ テーマ 取り組み内容

①　ＪＡセレサ川崎
　　　（神奈川県）

都市部ＪＡから農村への送出し
（ＪＡ間交流）

大都市近郊ＪＡの地域住民を対象とした交流の場の設
定とＪＡ間による人・モノの交流

②　ＪＡ京都やましろ
　　　（京都府）

農村部ＪＡでの受入れ（ＪＡ間交流）
特産農産物を活用し、組合員組織・支店と連携した受入
れの体制整備、ＪＡ間による人・モノの交流

③　ＪＡ広島市
　　　（広島県）

子ども交流を中心とした次世代対
策（広域ＪＡ内交流）

子ども・子育て世代等を対象とした交流の促進
広域化したＪＡ管内完結型の交流事業

④　ＪＡきみつ
　　（千葉県）

くらしの活動に連携した地域内・外
での交流

直売所等を交流施設・拠点として活用し、ＪＡ内・地域内
連携による交流の取組

⑤　ＪＡ新ふくしま
　　（福島県）

くらしの活動に連携した地域内で
の交流

支店を拠点としたＪＡくらしの活動の実践を通した地域の
絆づくりとＪＡ総合事業への波及

30万人 20万人 10万人 5万人 5万人

以上 以上 以上 以上 未満

厚生連 114 7 10 6 23 21 ４７(41%)

日　赤 92 19 20 6 19 12 １６(17%)

済生会 80 15 14 12 19 10 １０(13%)

総数
政令指
定都市
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1
 

○
 
ＪＡ

（
農
業
協
同
組
合
の
愛
称
）
は
、
農
協
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
、
ＪＡ
組
織
の
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
で
「
農
業
生
産
力
の
増

進
」
及
び
「
農
業
者
の
経
済
的
社
会
的
地
位
の
向
上
」
を
図
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
民
経
済
の
発
展
」
に
寄
与
す
る
こ
と
が

使
命
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
単
協
・
連
合
会
の
目
的
は
、
「
組
合
員
・
会
員
へ
の
最
大
の
奉
仕
」
で
あ
り
、
営
利
を
目
的

と
し
て
事
業
を
行
わ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

○
 
つ
ま
り
、
組
合
員
が
、
お
互
い
に
協
力
し
合
い
、
自
ら
の
農
業
経
営
と
生
活
を
守
り
、
農
業
の
発
展
と
よ
り
よ
い
地
域
社
会

の
構
築
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
設
立
し
、
そ
の
事
業
運
営
と
利
用
を
行
う
た
め
の
組
織
が
、
「
ＪＡ
」
で
す
。

 

（
１
）
 
Ｊ
Ａ
（
農
業
協
同
組
合
）
と
は

 

目
的

組
合
員
の
生
産
と
生
活
を
守
り
向
上
さ
せ
る

・組
合
員
の
経
済
的
・社
会
的
地
位
の
向
上

・組
合
員
及
び
会
員
の
た
め
の
最
大
奉
仕

＜
非
営
利
目
的
＞

組
織

者
農
業
者
、
漁
業
者
、
森
林
所
有
者
、
勤
労
者
、
消
費
者
、

中
小
規
模
の
事
業
者
な
ど
　
　
＜
組
合
員
＞

事
業
・
利
用
者
事
業
内
容
は
根
拠
法
で
限
定

事
業
利
用
を
通
じ
た
組
合
員
へ
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
は
、
組
合
員
が
基
本

運
営

者
組
合
員
（そ
の
代
表
者
）

運
営

方
法

１
人
１
票
制
　
（人
間
平
等
主
義
に
基
づ
く
民
主
的
運
営
）

剰
余
金
の
配
分
は
、
利
用
高
配
当
を
基
本

　
→
　
出
資
配
当
は
一
定
率
以
内
に
制
限

　
　
　
（制
度
上
、
非
営
利
を
担
保
し
て
い
る
部
分
）

法
人
格
の
根
拠
法
そ
れ
ぞ
れ
の
協
同
組
合
法

（農
協
：農
業
協
同
組
合
法
、
漁
協
：水
産
業
協
同
組
合
法
）

【
協
同
組
合
の
制
度
的
特
徴
】 

【
安
倍
総
理
に
よ
る
国
会
答
弁
の
抜
粋
（平
成

2
5
年

1
月

3
1
日
・衆
議
院
本
会
議
）
】 

【
質

問
：
み

ん
な
の
党

・
渡

辺
代
表
】
 

 
農
協
改
革
も
必
要
で
す
。
儲
か
ら
な
い
農
家
の
数
が
多
い
ほ
ど
、
農

協
が
儲
か
る
仕
組
み
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
現
状
は
お
か
し
い
。
本
業
の

経
済
事
業
が
赤
字
で
、
金
融
・保

険
事
業
の
黒
字
を
も
っ
て
補
填
す
る

構
造
は
農
家
の
犠
牲
に
お
い
て
農
協
経
営
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
持
続
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。
総
理
は
農
協
の
３
事
業
一
体

体
制
を
見
直
す
お
考
え
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

 
 【

答
弁

：
安

倍
総
理
】

 
 
農
協
は
農
家
・
組
合
員
の
選
択
に
よ
り
事
業
範
囲
を
決
め
て
お
り
、
多
く

の
農
協
は
組
合
員
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
提
供
す
る
観

点
か
ら
、
経
済
事
業
・信

用
事
業
・共

済
事
業
を
総
合
的
に
行
な
っ
て

お
り
ま
す
。

 
 
こ
の
た
め
、
農
協
が
自
主
的
に
事
業
範
囲
を
決
め
る
現
在
の
仕
組
み

は
見
直
す
必
要
は
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
農
協
は
農
業
者
の
所
得

向
上
に
向
け
て
努
力
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

Ⅰ
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